
 

Ⅱ 異動報告について                           

 

１ 提出時期 

次の事由が生じた場合には、共済契約者（法人）において、10日以内に『異動報告申請』

にてその旨ご報告ください。 

 

 【被共済職員関係】 

  (1)新規加入者があった場合 

(2)退職者があった場合 

(3)同一法人内で他の施設への配置換えがあった場合 

(4)基準給与額の変更があった場合（ただし、定期昇給の場合は除く） 

(5)被共済職員の氏名に変更があった場合 

(6)被共済職員に病休、育休その他の休業があった場合 

(11)異なる法人間で継続異動した場合（業務上の都合による場合は『継続異動届』） 

 

【法人・施設関係】 

(7)法人、施設の名称又は住所に変更があった場合 

(8)法人の解散又は合併があった場合 

(9)施設の新設又は廃止があった場合 

(10)施設の経営主体に変更があった場合 

 

 

 

〔お願い〕 異動報告は、月々の掛金額や掛金累計額を把握する上でも重要な手続き

です。提出の遅れは、それらの数字との誤差の原因となりますので、くれぐれも漏れや

誤りなく、期限内の手続きをお願いします。 

 

 

 

２ 異動報告申請 

 ・LOGO フォームのアクセスの仕方およびログイン方法は「電子申請システム操作マニュアル」

を参照してください。 

  

https://www.g-shakyo.or.jp/wp-content/data/2023/09/6a990d85e3ba481b821a1c6df9502a8a.pdf


 

＜電子申請の訂正について＞ 

 

 システムの関係上、一度送信したフォームは修正することができません。 

 ただし、送信した当日中かつ申請したフォームにメールアドレスを登録していた場合、取消申

請が可能です。 

 以下の手順で取消ができます。 

① フォームに登録頂いたメールアドレス宛に自動返信されたメールを開きます。 

② メール記載のパスワードをコピーし、申請取消ＵＲＬをクリックすると下図のフォームに

アクセスできます。 

 

③ コピーしたパスワードをパスワード欄に貼り付けします。 

④ 「照会」ボタンをクリックします 

⑤ 画面表示される受付番号と取消したい受付番号が一致している事を確認し、取消申請しま

す。 

⑥ 取消完了 

取消が完了しましたら、再度正しい内容で申請をし直してください。 

送信日翌日以降またはメールアドレスを登録していない場合は、県単共済事務局までご相

談ください。 

 

※フォームでの申請というシステムの関係上、申請送信後の一部修正はできません。 

 フォーム申請送信前に再度内容に誤りがないか入念にご確認ください。 

 



 

（１）新規加入者があった場合 

・「共済職員氏名」、「共済職員カナ氏名」を入力してください。アルファベットは使用できま

せん。 

・「当初加入年月日」は、合算復帰ならびに福利厚生を継続した再加入の場合に入力してくださ

い。 

・本棒月額は「俸給表の額」＋「俸給の調整額」です。 

  『俸給表の額』 俸給表に定める格付本俸 

  『俸給の調整額』 退職金の計算の基礎額に算入する、特別な手当。給与特別改善費、

特殊業務手当等、福祉医療機構に事前に申請し認められた手当 

・「3 年以内に被共済職員であった」場合、「被共済職員でなくなった理由」を入力してくださ

い。 

  『退職』 合算を申し出ずに退職した場合（1 年未満で退職した場合も含む） 

  『再加入』 定年退職などで退職金を請求した際に福利厚生は継続しており、再雇用によ

り加入した場合 

  『合算』 合算を申し出て退職した場合（＝合算復帰） 

 前施設退職日と前施設名称を入力してください 

  『対象外』 対象外施設への異動により退職した場合（＝対象外施設からの復帰） 

・「退職手当金の請求」状況を入力してください。 

  『無』 1 年未満で退職した場合。合算、対象外の場合 

  『未』 退職後、まだ退職手当金を請求していない場合 

         →この場合、合算申出に切り替えられる場合もあります 

  『既』 退職後、既に退職手当金を請求している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://logoform.jp/form/8abq/GSK01


 

「職種」 以下から該当するものを選択してください。 

 

 

記入する職種 呼称の例 

1.施設長 園長・所長・寮長・院長 

2.指導員 
児童指導員・生活指導員・支援員・相談員・精神障害者社会復帰指導

員・ソーシャルワーカー 

3.保育士 保育士・保育教諭・児童生活支援員・児童自立支援専門員 

4.介護職員 介護職員・寮母・寮父・ケアワーカー・介護福祉士 

5.医師 医師 

6.看護師 看護師・准看護師・保健師・看護職員 

7.訓練指導員 
作業指導員・職業指導員・作業療法士・理学療法士・マッサージ師・

聴能訓練担当職員・言語機能訓練担当職員 

8.栄養士 栄養士・管理栄養士 

9.調理員 調理員・調理師 

10.事務員 事務員・事務長・副施設長・副園長 

11.介助員 介助員 

12.ホームヘルパー ホームヘルパー・世話人 

13.介護支援専門員 介護支援専門員・ケアマネジャー 

14.その他 
上記のいずれにも該当しないもの 

例）運転手・用務員・薬剤師・守衛・ボイラー技士 

 

 



 

 

 

※本棒月額について（福祉医療機構マニュアルより抜粋） 



 

 

 



 

詳細は福祉医療機構ホームページよりマニュアルのページ 退職手当共済制度の概要

をご参考ください。 

 

 ※本俸月額（調整額等を含む）や加入要件に関する詳細については、直接福祉医

療機構にご確認ください。ナビダイヤル：０５７０－０５０－２９４ 

https://www.wam.go.jp/hp/guide-taisyokuteate-tabid-1528/
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/kyousai-seido-manual2024_1syo9-52.pdf
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/kyousai-seido-manual2024_1syo9-52.pdf


 

（２）退職者があった場合 

・「退職年月日」を入力してください。 

・「退職手当金の請求」の有無を選択してください。 

  『有り』 被共済期間が１年以上有り、退職手当金を請求する場合 

  『無し』  

・退職手当金の請求無しの場合はその理由を選択してください。 

  『1:１年未満』 被共済期間が 1 年未満のため請求できない場合 

   →退職手当金の請求も合算の申出もできません 

  『2:所在不明』 被共済職員が所在不明になってしまった場合 

   →退職日から 5 年以内であれば、退職手当金等の請求は可能です 

  『3:請求放棄』 被共済職員が退職手当金の請求を放棄した場合 

→放棄した理由も入力してください。なお、退職日から 5 年以内で

あれば、退職手当金等の請求は可能です 

  『4:合算申出』 被共済職員としての在籍期間が 1 年以上で、退職手当金を請求せず、3 年

以内に再び被共済職員となる予定である場合（被共済職員期間の合算を希

望する場合） 

  →3 年以内に被共済職員にならなかった又はならない場合、退職手

当金等の請求ができます（但し、退職日から 5 年以内に限る）ので、その

旨退職者にご説明ください 

  『5:対象外施設へ異動』  同一法人内の対象外施設（国の退職金に未登録の施設及び県外

に所在する施設）に異動する場合 

  『6:その他』  退職金制度未加入など。具体的な内容を入力してください 

・「福利厚生は継続」以下に該当する場合は、『有り』にチェックを入れてください。 

     ① 定年退職や雇用契約内容の変更により退職手当金は請求するが、引き続き同一 

法人内で再加入するので退職慰労金は請求せず、福利厚生部分（退職慰労金等の 

計算期間）は継続する場合 

     ② 一日も空白なく合算復帰する場合の異動先が共済法適用外施設のため、退職手当

金は請求するが、退職慰労金は請求せず、福利厚生部分は継続する場合 

 

https://logoform.jp/form/8abq/GSK01


 

（３）同一法人内で他の施設への配置換えがあった場合 

・「異動年月日」を入力してください。 

・「異動前施設番号」、「異動後施設番号」を入力してください。 

→配置換えの申請は、異動後施設にて申請を行ってください 

・異動前の本棒月額が従前の本棒月額と異なる場合は、基準給与額の変更申請も併せて行ってく

ださい。 

 

（４）職種または基準給与額の変更があった場合（但し、定期昇給・処遇改善加算等の変更に伴

う変更の場合は除く） 

・「変更の理由」を選択してください。 

  『雇用形態』 変更の理由が雇用形態の変更に伴うもの 

   →例）常勤職から非常勤職へ、時間給から月給へ 

  『職種』 変更の理由が職種の変更に伴うもの（職種の変更のみであっても俸給表の額

および俸給の調整額を入力ください） 

   →例）事務員から介護職員へ 

  『配置換え』 変更の理由が配置換えによるもの 

   →配置換えの申請も併せて行ってください 

『その他』 その他の理由を入力してください 

   →例）特別昇給 

・年度途中での定期昇給ならびに処遇改善加算等の変更に伴う変更は、翌年度４月に新年度職員

掛金申請用フォームにて申請してください。 

 

（５）被共済職員の氏名に変更があった場合 

・「変更後共済職員氏名」と、氏名の「変更年月日」を入力してください。 

Q24参照 

https://logoform.jp/form/8abq/GSK01
https://logoform.jp/form/8abq/GSK01
https://logoform.jp/form/8abq/214317
https://logoform.jp/form/8abq/214317
https://logoform.jp/form/8abq/GSK01


 

（６）被共済職員に病休、育休その他の休業があった場合 

・休業により、ならない月が発生した場合に報告してください。 

・共済法適用外施設においては、この報告は必要ありません。 

・「休業の種類」を選択してください。 

『1:育休』 

『3:病休』 

『9:その他』 

・「休業の期間」報告する休業の開始日と終了日を入力してください。 

・「共済法適用にならない月数」を入力してください。 

育休の場合は育休となる月数を入力してください。 

産前産後休業期間は、なる月に該当するので報告は不要です。 

業務上の疾病に伴う休業は、ならない月には該当しませんので報告不要です。 

・報告は、休業期間が確定したときから 10 日以内にお願いします。 

例）育児休業の報告： 育児休業から復帰した日/次の子の産前休業に入った日/ 

復帰せずに退職した日 

・これらの休業期間中については、仮に無給の場合でも掛金の納入は必要ですが、それによって

福利厚生給付金の退職慰労金や長期勤続者慰労金の加入期間計算上は除算されませんし、休業期

間中にも傷病見舞金等の給付事由が発生した場合には給付金を請求できます。但し、退職手当金

の算定上は全部又は一部が除算されます。（育休は 2 分の 1 除算） 

   



 

（６）被共済職員に病休、育休その他の休業があった場合 

・休業により、ならない月が発生した場合に報告してください。 

・共済法適用外施設においては、この報告は必要ありません。 

・報告は、休業期間が確定したときから 10日以内にお願いします。 

・これらの休業期間中については、仮に無給の場合でも掛金の納入は必要ですが、それによって

福利厚生給付金の退職慰労金や長期勤続者慰労金の加入期間計算上は除算されませんし、休業期

間中にも傷病見舞金等の給付事由が発生した場合には給付金を請求できます。但し、退職手当金

の算定上は全部又は一部が除算されます。 

 

・「休業の種類」を選択してください。 

 『1:育休』 育休となる月を入力してください。 

  退職手当金の算定上、2分の 1の期間が除算されます。 

  休業期間が確定した時から 10日以内に申請してください。 

 例）育児休業から復帰した日/次の子の産前休業に入った日/ 

復帰せずに退職した日 

  産前産後休業期間は、なる月に該当するので報告は不要です。 

  『3:病休』  

  『9:その他』 育休、病休以外の休業は、その他を選択してください。（欠勤も含む） 

業務上の疾病に伴う休業の場合は、ならない月には該当しませんが、0 月と

報告してください。なお、労災認定の証明が必要です。 

 

・「休業期間」は、報告する休業の開始日と終了日を入力してください。 

・「共済法適用にならない月数」を入力してください。 

 

 

（福祉医療機構資料より抜粋） 



 

（７）法人、施設の名称又は住所・連絡先に変更があった場合 

 ※ 変更日及び変更した事項を記入してください。 

  ※ 変更日及び変更後の情報が確認できる書類を添付してください。 

（８）法人の解散又は合併があった場合 

  ※ 解散・合併日及び解散した法人の情報又は合併後の法人の情報を記入してください。 

  ※ 解散・合併日及び解散・合併が確認できる書類を添付してください。 

  ※ 解散・合併によって、法人（共済契約者）が対象施設の経営者でなくなりますので、 

「2.退職者」も併せて報告してください。 

（９）施設等の新設があった場合 

 ※ 新設日及び新設する施設の情報を記入してください。 

  ※ 新設日及び新設が確認できる書類を添付してください。 

  ※ 「1.新規加入者」、「3.配置換え」又は「継続異動」も併せて報告してください。   

（10）施設等の廃止があった場合 

  ※ 廃止日及び廃止する施設の情報を記入してください。 

  ※ 廃止日及び廃止が確認できる書類を添付してください。 

  ※ 「2.退職者」、「3.配置換え」又は「継続異動」も併せて報告してください。 

（11）施設の経営主体に変更があった場合 

  ※ 変更日及び変更後の経営主体の情報を記入してください。 

  ※ 変更日及び変更が確認できる書類を添付してください。 

  ※ 変更前の被共済職員は、変更後の経営主体の被共済職員としてそのまま移管します。 

  ※ 法人の代表者が変更した場合は、報告不要です。但し、退職手当支払資金の交付先口 

座の名義に変更が生じる場合は、退職手当金請求時の「退職手当支払資金給付申請」作成

時に、「登録金融機関の変更を選択してください」欄で「有り」を選択し、口座情報を入力して

ください。 

 

 

Q19､20、23参照 
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（１２）業務上の都合により異なる法人に継続異動した場合 

 ※退職後 1 日の空白もなく、他の法人で勤務することになった場合、「継続異動」とし 

て申請しますが、引き続き被共済職員になれることが前提となりますので、必ず事前に異 

動前後の法人間で連絡を取り合い、以下の点を確認してから手続きを進めてください。 

 □ 異動後の法人が共済契約者であること（県単共済、国の退職金それぞれについて） 

 □ 異動後に所属する施設が登録施設であること（県単共済、国の退職金それぞれについて） 

 □ 異動後の雇用契約が被共済職員としての要件を満たす内容であること 

□ 施設運営上の理由により、人材を融通することで、事前に前後の法人が合意した 

転職であること 

電子申請フォームの異動報告申請より「２：退職者」を選択。 

・「共済職員氏名」「退職年月日」を入力してください。 

・「退職手当金の請求」から『無し』を選択  

・「請求無しの理由」を『6:その他』とする。具体的な内容を 

「継続異動のため」と入力する。 

 

https://logoform.jp/form/8abq/GSK01
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